
 

事 務 連 絡 

平成 29年 5月 29日 

 

 

各都道府県・各指定都市教育委員会防災教育主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 事 務 局 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 

各 公 私 立 短 期 大 学 担 当 課  御中 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 

各 都 道 府 県 専 修 学 校 各 種 学 校 主 管 課 

各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課 

附属学校及び専修学校を置く各国公立大学法人担当課 

各 都 道 府 県 認 定 こ ど も 園 主 管 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課  

 

 

水防法等の一部改正に係る協力について（依頼） 

 

 

国土交通省より標記の件について別添のとおり依頼がありました。 

水防法等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第三十一号）により、水防法又は

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下「水防法等」

という。）に基づき市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内等又は土砂災

害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成、避

難訓練の実施等が義務づけられました。この要配慮者利用施設は、各市町村が地域防災

計画において定めるものであり、学校等が指定される場合もあります。 

この改正を受けて、国土交通省において別添のとおり、水防法等の一部改正により義

務化される要配慮者利用施設の避難確保計画の作成、避難訓練の実施等の概要をまとめ

た資料を作成していますので、資料を参考に水防法等の趣旨をふまえた危険等発生時対

処要領の見直しや避難訓練の実施等の適切な対応をお願いします。 

あわせて、地方公共団体や施設管理者に対して、法改正の内容や関連する手引き等に



係る説明会が実施される予定になっていますので、必要に応じて河川担当部局との情報

共有や説明会への参加等の連携の推進をお願いします。 

都道府県教育委員会においては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校（大学を

除く）に対し、都道府県私立学校主管課においては、所管の私立学校等に対し、構造改

革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課にお

いては、所轄の学校設置会社の設置する学校に対し、都道府県専修学校各種学校主管課

及び都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課においては、所管又は所轄の専修学校

及び各種学校に対し、附属学校を置く各国公立大学法人担当課においては、管下の附属

学校に対し、都道府県認定こども園主管課においては、域内の市区町村認定こども園主

管課及び所轄の認定こども園に対し、厚生労働省の専修学校主管課においては、所管の

専修学校に対しても周知していただくようお願いします。 

 

 

(本件担当） 

防災教育係 (中鉢，杉本) 

電話：03-5253-4111（内線2670） 

03-6734-2670（直通） 

FAX：03-6734-3794 

e-mail:anzen@mext.go.jp 
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【機密性２】

避難確保計画の策定 計画に基づく避難訓練の実施 自衛水防組織の設置

現行水防法 努力義務 努力義務 努力義務

改正後 義務 義務

○ 現行水防法においては、社会福祉施設、学校、医療施設等の施設（要配慮者利用施設）の管理者等には、避難
確保計画の作成、これに基づく避難訓練の実施及び自衛水防組織の設置が努力義務として課せられている。

○ 他方、平成28年９月の台風10号による豪雨災害では、社会福祉施設が浸水し死亡者が生じるなど、リスクの高い
区域に存する要配慮者利用施設における対策の重要性が改めて認識されたところ。

○ このような状況を踏まえ、これまで努力義務とされていた避難計画の作成等を義務化して、要配慮者利用施設の
安全性の向上を図ることとする。

管理者等による避難確保計画策定等の義務化

（※）
努力義務のまま存置

施設の規模が様々であり、
義務化によって過重な負
担となるおそれがあるた
め。

・計画を作成しない施設管理者等に対し
て市町村長が必要な指示を行う。

・指示に従わないときはその旨を公表。

※ 土砂災害防止法でも同様の措置を講じる

（※）

担保措置を創設

要配慮者利用施設の管理者等へ避難計画策定を義務付け
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○

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

水
防
組
織
（
第
三
条
―
第
八
条
）

第
二
章

水
防
組
織
（
第
三
条
―
第
八
条
）

第
三
章

水
防
活
動
（
第
九
条
―
第
三
十
二
条
の
三
）

第
三
章

水
防
活
動
（
第
九
条
―
第
三
十
二
条
の
三
）

第
四
章

指
定
水
防
管
理
団
体
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
五
条
）

第
四
章

指
定
水
防
管
理
団
体
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
五
条
）

第
五
章

水
防
協
力
団
体
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
条
）

第
五
章

水
防
協
力
団
体
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
条
）

第
六
章

費
用
の
負
担
及
び
補
助
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
四
条
）

第
六
章

費
用
の
負
担
及
び
補
助
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
四
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
五
条
―
第
五
十
一
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
五
条
―
第
五
十
一
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
五
十
二
条
―
第
五
十
五
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
五
十
二
条
―
第
五
十
四
条
）

附
則

附
則

（
都
道
府
県
の
水
防
計
画
）

（
都
道
府
県
の
水
防
計
画
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
水
防
計
画
に
河
川
管
理
者
（
河
川
法
第

３

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
水
防
計
画
に
河
川
管
理
者
（
河
川
法
第

九
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
第
二

九
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
第
二

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
長
が
河
川
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
長
が
河
川
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
の
管
理
の
一
部
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

す
る
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
の
管
理
の
一
部
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

都
道
府
県
知
事
又
は
当
該
指
定
都
市
の
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
河
川
に
関
す

都
道
府
県
知
事
又
は
当
該
指
定
都
市
の
長
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

る
情
報
の
提
供
、
水
防
訓
練
へ
の
河
川
管
理
者
の
参
加
そ
の
他
の
水
防
管
理
団
体

よ
る
河
川
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
水
防
訓
練
へ
の
河
川
管
理
者
の
参
加
そ
の
他

が
行
う
水
防
の
た
め
の
活
動
に
河
川
管
理
者
の
協
力
が
必
要
な
事
項
を
記
載
し
よ

の
水
防
管
理
団
体
が
行
う
水
防
の
た
め
の
活
動
に
河
川
管
理
者
の
協
力
が
必
要
な

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
河
川
管
理
者
に
協
議

事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
河

し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川
管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）
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（
洪
水
浸
水
想
定
区
域
）

（
洪
水
浸
水
想
定
区
域
）

第
十
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

第
十
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第

よ
り
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
洪
水
時
の
円
滑
か
つ

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
洪
水
時
の
円
滑
か
つ

迅
速
な
避
難
を
確
保
し
、
又
は
浸
水
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
災
に
よ
る
被

迅
速
な
避
難
を
確
保
し
、
又
は
浸
水
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
災
に
よ
る
被

害
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
想
定
最
大

害
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
想
定
最
大

規
模
降
雨
（
想
定
し
得
る
最
大
規
模
の
降
雨
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

規
模
降
雨
（
想
定
し
得
る
最
大
規
模
の
降
雨
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た

基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
当
該

場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
を
洪
水
浸
水
想
定
区
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の

河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
を
洪
水
浸
水
想
定
区
域
と
し

と
す
る
。

て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
浸
水
想
定
区
域
に
お
け
る
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
及
び
浸
水
の
防
止
の

（
浸
水
想
定
区
域
に
お
け
る
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
及
び
浸
水
の
防
止
の

た
め
の
措
置
）

た
め
の
措
置
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

市
町
村
防
災
会
議
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て

２

市
町
村
防
災
会
議
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て

同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に

同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に

お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
へ

お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
へ

の
洪
水
予
報
等
の
伝
達
方
法
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

の
洪
水
予
報
等
の
伝
達
方
法
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設

当
該
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
（
第
十

二

前
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設

当
該
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
（
第
十

五
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
水
防
組
織
が
置
か
れ
た
と
き
は
、
当
該

五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
水
防
組
織
が
置
か
れ
た
と
き
は
、
当
該

施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
及
び
当
該
自
衛
水
防
組
織
の
構
成
員
）

施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
及
び
当
該
自
衛
水
防
組
織
の
構
成
員
）

三

（
略
）

三

（
略
）

３

浸
水
想
定
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め

３

浸
水
想
定
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
一
項
各
号

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
住
民
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
（
第
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
「

に
掲
げ
る
事
項
を
住
民
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の

住
民
等
」
と
い
う
。
）
に
周
知
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
事
項
（
次
の
各
号
に
掲

事
項
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
そ

げ
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
印
刷
物
の
配
布
そ
の

め
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
避
難
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画

（
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
避
難
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画

の
作
成
等
）

の
作
成
等
）

第
十
五
条
の
三

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
そ
の

第
十
五
条
の
三

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
そ
の

名
称
及
び
所
在
地
を
定
め
ら
れ
た
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は

名
称
及
び
所
在
地
を
定
め
ら
れ
た
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は

、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用

、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用

者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ

者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ

の
他
の
措
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
他
の
措
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な

避
難
の
確
保
の
た
め
の
訓
練
を
実
施
す
る
ほ
か
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利

用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
行
う
自
衛
水
防
組
織
を
置

く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

２

前
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

計
画
を
作
成
し
、
又
は
自
衛
水
防
組
織
を
置
い
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
計

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

画
又
は
当
該
自
衛
水
防
組
織
の
構
成
員
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

を
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
計
画
又
は
当
該
事
項
を
変
更

し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
が
同
項

に
規
定
す
る
計
画
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施

設
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対

し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用

施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か

つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る

計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水

時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
の
た
め
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

６

第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の

円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
行
う
自
衛
水
防
組
織
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
自
衛
水
防
組
織
を
置
い
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
自
衛
水
防
組
織
の
構
成

員
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
当
該
事
項
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
浸
水
被
害
軽
減
地
区
の
指
定
等
）

（
新
規
）

第
十
五
条
の
六

水
防
管
理
者
は
、
洪
水
浸
水
想
定
区
域
（
当
該
区
域
に
隣
接
し
、

又
は
近
接
す
る
区
域
を
含
み
、
河
川
区
域
（
河
川
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

河
川
区
域
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
内
で
輪
中
堤
防
そ
の
他
の
帯
状
の
盛
土
構
造

物
が
存
す
る
土
地
（
そ
の
状
況
が
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
土
地
を
含
む
。
）
の
区
域
で
あ
つ
て
浸
水
の
拡
大
を
抑
制
す
る
効
用
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
浸
水
被
害
軽
減
地
区
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
２

水
防
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
の

意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
当
該
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

水
防
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
浸
水
被
害
軽
減
地
区
を
公
示
す
る
と
と
も
に

、
そ
の
旨
を
当
該
浸
水
被
害
軽
減
地
区
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
及
び
当

該
浸
水
被
害
軽
減
地
区
内
の
土
地
の
所
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
よ
つ
て
そ
の
効

力
を
生
ず
る
。

５

前
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
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（
標
識
の
設
置
等
）

（
新
規
）

第
十
五
条
の
七

水
防
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浸
水
被
害
軽
減
地

区
を
指
定
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
市
町
村

又
は
水
防
事
務
組
合
に
あ
つ
て
は
条
例
で
、
水
害
予
防
組
合
に
あ
つ
て
は
組
合
会

の
議
決
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
浸
水
被
害
軽
減
地
区
の
区
域
内
に
、
浸
水
被

害
軽
減
地
区
で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

浸
水
被
害
軽
減
地
区
内
の
土
地
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
は
、
正
当
な

理
由
が
な
い
限
り
、
前
項
の
標
識
の
設
置
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
標
識
を
水
防
管
理
者
の
承
諾
を

得
な
い
で
移
転
し
、
若
し
く
は
除
却
し
、
又
は
汚
損
し
、
若
し
く
は
損
壊
し
て
は

な
ら
な
い
。

４

水
防
管
理
団
体
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
に

対
し
て
、
時
価
に
よ
り
そ
の
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
為
の
届
出
等
）

（
新
規
）

第
十
五
条
の
八

浸
水
被
害
軽
減
地
区
内
の
土
地
に
お
い
て
土
地
の
掘
削
、
盛
土
又

は
切
土
そ
の
他
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
行

為
に
着
手
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
行
為
の
種
類
、
場
所
、
設
計
又
は
施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
そ
の
他
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
水
防
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
及
び

非
常
災
害
の
た
め
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２

水
防
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
届
出
の
内
容
を
、
当
該
浸
水
被
害
軽
減
地
区

を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

水
防
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
浸
水
被
害
軽
減
地
区
が
有
す
る
浸
水
の
拡
大
を
抑
制
す
る
効
用
を
保
全
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
て
、
必
要
な
助
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言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
）

（
新
規
）

第
十
五
条
の
九

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が

氾
濫
し
た
場
合
の
水
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
に
資
す
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
一
体

的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
も
の
と
す
る
。

２

大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
。

一

国
土
交
通
大
臣

二

当
該
河
川
の
存
す
る
都
道
府
県
の
知
事

三

当
該
河
川
の
存
す
る
市
町
村
の
長

四

当
該
河
川
の
存
す
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
水
防
管
理
団
体
の
水
防
管
理

者
五

当
該
河
川
の
河
川
管
理
者

六

当
該
河
川
の
存
す
る
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
管
轄
す
る
管
区
気
象
台
長
、

沖
縄
気
象
台
長
又
は
地
方
気
象
台
長

七

第
三
号
の
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村
の
長
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
必

要
と
認
め
る
者

３

大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
大
規

模
氾
濫
減
災
協
議
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
が
定
め
る
。

（
都
道
府
県
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
）

（
新
規
）

第
十
五
条
の
十

都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川

が
氾
濫
し
た
場
合
の
水
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
に
資
す
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
一

体
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
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お
い
て
「
都
道
府
県
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る

。一

当
該
都
道
府
県
知
事

二

当
該
河
川
の
存
す
る
市
町
村
の
長

三

当
該
河
川
の
存
す
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
水
防
管
理
団
体
の
水
防
管
理

者
四

当
該
河
川
の
河
川
管
理
者

五

当
該
河
川
の
存
す
る
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
管
轄
す
る
管
区
気
象
台
長
、

沖
縄
気
象
台
長
又
は
地
方
気
象
台
長

六

第
二
号
の
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村
の
長
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
知
事

が
必
要
と
認
め
る
者

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
予
想
さ
れ
る
水
災
の
危
険
の
周
知
等
）

（
新
規
）

第
十
五
条
の
十
一

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
河
川
（
第
十

条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
河
川
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
洪
水
時
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避

難
を
確
保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
る
河
川
に
つ
い
て
、
過
去
の
降
雨
に
よ

り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
際
に
浸
水
し
た
地
点
、
そ
の
水
深
そ
の
他
の
状
況
を
把

握
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
把
握
し
た
と
き
は
、
当
該
河
川
に
お
い

て
予
想
さ
れ
る
水
災
の
危
険
を
住
民
等
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
河
川
管
理
者
の
援
助
等
）

（
新
規
）

第
十
五
条
の
十
二

河
川
管
理
者
は
、
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浸
水

被
害
軽
減
地
区
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
水
防
管
理
者
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
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浸
水
し
た
地
点
、
そ
の
水
深
そ
の
他
の
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
長
に

対
し
、
必
要
な
情
報
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

河
川
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
河
川
法
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
協

力
団
体
に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
緊
急
通
行
）

（
緊
急
通
行
）

第
十
九
条

水
防
団
長
、
水
防
団
員
及
び
消
防
機
関
に
属
す
る
者
並
び
に
水
防
管
理

第
十
九
条

水
防
団
長
、
水
防
団
員
及
び
消
防
機
関
に
属
す
る
者
は
、
水
防
上
緊
急

者
か
ら
委
任
を
受
け
た
者
は
、
水
防
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
所
に
赴
く
と
き
は

の
必
要
が
あ
る
場
所
に
赴
く
と
き
は
、
一
般
交
通
の
用
に
供
し
な
い
通
路
又
は
公

、
一
般
交
通
の
用
に
供
し
な
い
通
路
又
は
公
共
の
用
に
供
し
な
い
空
地
及
び
水
面

共
の
用
に
供
し
な
い
空
地
及
び
水
面
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

水
防
管
理
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
、
時
価
に

よ
り
そ
の
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
用
負
担
）

（
公
用
負
担
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
水
防
管
理
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
者
は
、

水
防
の
現
場
に
お
い
て
、
必
要
な
土
地
を
一
時
使
用
し
、
土
石
、
竹
木
そ
の
他
の

資
材
を
使
用
し
、
又
は
車
両
そ
の
他
の
運
搬
用
機
器
若
し
く
は
排
水
用
機
器
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

水
防
管
理
団
体
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
、
時
価

２

水
防
管
理
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
、
時
価
に

に
よ
り
そ
の
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
そ
の
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
緊
急
水
防
活
動
）

（
特
定
緊
急
水
防
活
動
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
特
定
緊
急
水
防
活
動
を
行
う
場
合
に

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
特
定
緊
急
水
防
活
動
を
行
う
場
合
に

お
け
る
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条

お
け
る
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条

及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
水
防
団

及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
中
「
水
防
団
長
、
水

長
、
水
防
団
員
及
び
消
防
機
関
に
属
す
る
者
並
び
に
水
防
管
理
者
か
ら
委
任
を
受

防
団
員
及
び
消
防
機
関
に
属
す
る
者
」
と
あ
り
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
水
防
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け
た
者
」
と
あ
り
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
水
防
団
長
、
水
防
団
員
又
は
消
防

団
長
、
水
防
団
員
又
は
消
防
機
関
に
属
す
る
者
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
中

機
関
に
属
す
る
者
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
中
「
水
防
団
長
、
水
防
団
員
若

「
水
防
団
長
、
水
防
団
員
若
し
く
は
消
防
機
関
に
属
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
国

し
く
は
消
防
機
関
に
属
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
の
職
員
」
と
、
第

土
交
通
省
の
職
員
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
水
防
管
理
者
」
と
あ
り
、
第
二
十
五

十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
中
「
水
防
管
理
団
体
」
と
あ
る
の
は
「

条
中
「
水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
、
消
防
機
関
の
長
又
は
水
防
協
力
団
体
の
代
表

国
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
水
防
管
理
者
」
と
あ
り
、
第
二
十
五
条
中
「
水
防
管

者
」
と
あ
り
、
第
二
十
六
条
中
「
水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
、
消
防
機
関
の
長
及

理
者
、
水
防
団
長
、
消
防
機
関
の
長
又
は
水
防
協
力
団
体
の
代
表
者
」
と
あ
り
、

び
水
防
協
力
団
体
の
代
表
者
」
と
あ
り
、
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
水
防
管

第
二
十
六
条
中
「
水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
、
消
防
機
関
の
長
及
び
水
防
協
力
団

理
者
、
水
防
団
長
又
は
消
防
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、

体
の
代
表
者
」
と
あ
り
、
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
水
防
管
理
者
、
水
防
団

同
条
第
二
項
中
「
水
防
管
理
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
国
」
と
す
る
。

長
又
は
消
防
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
す
る
。

第
五
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

（
新
規
）

に
処
す
る
。

一

第
十
五
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚

偽
の
届
出
を
し
て
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
者

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
四
条

（
略
）
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○

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
章

河
川
の
管
理

第
二
章

河
川
の
管
理

第
一
節

通
則
（
第
九
条
―
第
十
五
条
の
二
）

第
一
節

通
則
（
第
九
条
―
第
十
五
条
の
二
）

第
二
節

河
川
工
事
等
（
第
十
六
条
―
第
二
十
二
条
の
三
）

第
二
節

河
川
工
事
等
（
第
十
六
条
―
第
二
十
二
条
の
三
）

第
三
節

河
川
の
使
用
及
び
河
川
に
関
す
る
規
制

第
三
節

河
川
の
使
用
及
び
河
川
に
関
す
る
規
制

第
一
款

通
則
（
第
二
十
三
条
―
第
三
十
七
条
の
二
）

第
一
款

通
則
（
第
二
十
三
条
―
第
三
十
七
条
の
二
）

第
二
款

水
利
調
整
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
三
条
）

第
二
款

水
利
調
整
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
三
条
）

第
三
款

ダ
ム
に
関
す
る
特
則
（
第
四
十
四
条
―
第
五
十
一
条
）

第
三
款

ダ
ム
に
関
す
る
特
則
（
第
四
十
四
条
―
第
五
十
一
条
）

第
四
款

緊
急
時
の
措
置
（
第
五
十
二
条
―
第
五
十
三
条
の
二
）

第
四
款

緊
急
時
の
措
置
（
第
五
十
二
条
―
第
五
十
三
条
の
二
）

第
四
節

河
川
保
全
区
域
（
第
五
十
四
条
・
第
五
十
五
条
）

第
四
節

河
川
保
全
区
域
（
第
五
十
四
条
・
第
五
十
五
条
）

第
五
節

河
川
予
定
地
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
八
条
）

第
五
節

河
川
予
定
地
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
八
条
）

第
二
章
の
二

河
川
立
体
区
域
（
第
五
十
八
条
の
二
―
第
五
十
八
条
の
七
）

第
二
章
の
二

河
川
立
体
区
域
（
第
五
十
八
条
の
二
―
第
五
十
八
条
の
七
）

第
二
章
の
三

河
川
協
力
団
体
（
第
五
十
八
条
の
八
―
第
五
十
八
条
の
十
三
）

第
二
章
の
三

河
川
協
力
団
体
（
第
五
十
八
条
の
八
―
第
五
十
八
条
の
十
二
）

第
三
章

河
川
に
関
す
る
費
用
（
第
五
十
九
条
―
第
七
十
四
条
）

第
三
章

河
川
に
関
す
る
費
用
（
第
五
十
九
条
―
第
七
十
四
条
）

第
四
章

監
督
（
第
七
十
五
条
―
第
七
十
九
条
の
二
）

第
四
章

監
督
（
第
七
十
五
条
―
第
七
十
九
条
の
二
）

第
五
章

社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
調
査
審
議
等
及
び
都
道
府
県
河
川
審
議
会
（

第
五
章

社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
調
査
審
議
等
及
び
都
道
府
県
河
川
審
議
会
（

第
八
十
条
―
第
八
十
六
条
）

第
八
十
条
―
第
八
十
六
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
八
十
七
条
―
第
百
一
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
八
十
七
条
―
第
百
一
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
百
二
条
―
第
百
九
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
百
二
条
―
第
百
九
条
）

附
則

附
則

（
国
土
交
通
大
臣
の
施
行
す
る
工
事
等
）

（
新
規
）

第
十
六
条
の
四

国
土
交
通
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
（
以
下

こ
の
条
及
び
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
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。
）
か
ら
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
都
道
府
県
知
事
等
が
統
括
す
る
都
道
府
県

又
は
指
定
都
市
（
同
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
河
川

の
改
良
工
事
若
し
く
は
修
繕
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
良
工
事
等
」
と
い
う

。
）
又
は
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
九
十
七
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
災
害
復
旧
事
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
第

六
十
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
工
事

の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
等
が
管

理
の
一
部
を
行
う
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
若
し
く
は
管
理
す
る
二
級
河
川
に
係

る
政
令
で
定
め
る
改
良
工
事
等
又
は
こ
れ
ら
の
河
川
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
関

す
る
工
事
（
い
ず
れ
も
高
度
の
技
術
を
要
す
る
も
の
又
は
高
度
の
機
械
力
を
使
用

し
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
及
び
第

六
十
五
条
の
三
に
お
い
て
「
特
定
河
川
工
事
」
と
い
う
。
）
を
当
該
都
道
府
県
知

事
等
に
代
わ
つ
て
自
ら
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
九
条
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
こ
れ
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
河
川
工
事
を
行
う
場
合
に
お
い

て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
知
事
等
に
代
わ
つ
て
そ

の
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
河
川
管
理
者
以
外
の
者
の
施
行
す
る
工
事
等
）

（
河
川
管
理
者
以
外
の
者
の
施
行
す
る
工
事
等
）

第
二
十
条

河
川
管
理
者
以
外
の
者
は
、
第
十
一
条
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第

第
二
十
条

河
川
管
理
者
以
外
の
者
は
、
第
十
一
条
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第

十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
の

十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
、
政

ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
河
川
管
理
者
の
承
認
を
受

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
河
川
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
河
川
工
事
又
は
河

け
て
、
河
川
工
事
又
は
河
川
の
維
持
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
政
令
で

川
の
維
持
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
軽
易
な
も
の
に
つ

定
め
る
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
河
川
管
理
者
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し

い
て
は
、
河
川
管
理
者
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

な
い
。

（
工
作
物
の
新
築
等
の
許
可
）

（
工
作
物
の
新
築
等
の
許
可
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

河
川
管
理
者
は
、
高
規
格
堤
防
特
別
区
域
内
の
土
地
に
お
け
る
工
作
物
の
新
築

３

河
川
管
理
者
は
、
高
規
格
堤
防
特
別
区
域
内
の
土
地
に
お
け
る
工
作
物
の
新
築

、
改
築
又
は
除
却
に
つ
い
て
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
三
十
七
条
の
二
、
第

、
改
築
又
は
除
却
に
つ
い
て
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
三
十
七
条
の
二
、
第

五
十
八
条
の
十
三
、
第
九
十
五
条
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

五
十
八
条
の
十
二
、
第
九
十
五
条
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

協
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
又
は
協
議
に
係
る
工
作
物
の
新
築
、

協
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
又
は
協
議
に
係
る
工
作
物
の
新
築
、

改
築
又
は
除
却
が
高
規
格
堤
防
と
し
て
の
効
用
を
確
保
す
る
上
で
支
障
を
及
ぼ
す

改
築
又
は
除
却
が
高
規
格
堤
防
と
し
て
の
効
用
を
確
保
す
る
上
で
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
こ
れ
を
許
可
し
、
又
は
そ
の
協
議
を
成
立
さ

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
こ
れ
を
許
可
し
、
又
は
そ
の
協
議
を
成
立
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
土
地
の
掘
削
等
の
許
可
）

（
土
地
の
掘
削
等
の
許
可
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

河
川
管
理
者
は
、
河
川
区
域
内
の
土
地
に
お
け
る
土
地
の
掘
削
、
盛
土
又
は
切

４

河
川
管
理
者
は
、
河
川
区
域
内
の
土
地
に
お
け
る
土
地
の
掘
削
、
盛
土
又
は
切

土
に
よ
り
河
川
管
理
施
設
又
は
許
可
工
作
物
が
損
傷
し
、
河
川
管
理
上
著
し
い
支

土
に
よ
り
河
川
管
理
施
設
又
は
許
可
工
作
物
が
損
傷
し
、
河
川
管
理
上
著
し
い
支

障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
河
川
管
理
施
設
又
は
許
可

障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
河
川
管
理
施
設
又
は
許
可

工
作
物
の
存
す
る
敷
地
を
含
む
一
定
の
河
川
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
第
一

工
作
物
の
存
す
る
敷
地
を
含
む
一
定
の
河
川
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
第
一

項
の
許
可
を
し
、
又
は
第
五
十
八
条
の
十
三
、
第
九
十
五
条
若
し
く
は
第
九
十
九

項
の
許
可
を
し
、
又
は
第
五
十
八
条
の
十
二
、
第
九
十
五
条
若
し
く
は
第
九
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
応
じ
て
は
な
ら
な
い
。

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
応
じ
て
は
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
高
規
格
堤
防
特
別
区
域
内
の
土
地
に
お
け
る
土
地
の

６

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
高
規
格
堤
防
特
別
区
域
内
の
土
地
に
お
け
る
土
地
の

掘
削
又
は
切
土
に
つ
い
て
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
五
十
八
条
の
十
三
、
第

掘
削
又
は
切
土
に
つ
い
て
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
五
十
八
条
の
十
二
、
第

九
十
五
条
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
あ
つ
た
場
合
に

九
十
五
条
若
し
く
は
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
あ
つ
た
場
合
に

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

（
河
川
協
力
団
体
の
河
川
管
理
者
に
よ
る
援
助
へ
の
協
力
）

（
新
規
）

第
五
十
八
条
の
十

河
川
協
力
団
体
は
、
水
防
法
第
十
五
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
河
川
管
理
者
か
ら
協
力
を
要
請
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
要
請
に
応
じ
、
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
必
要
な
情
報
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
に
関
し
協
力
す

る
も
の
と
す
る
。
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（
監
督
等
）

（
監
督
等
）

第
五
十
八
条
の
十
一

河
川
管
理
者
は
、
第
五
十
八
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の

第
五
十
八
条
の
十

河
川
管
理
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実

適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
河
川

な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
河
川
協
力
団
体
に
対

協
力
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

河
川
管
理
者
は
、
河
川
協
力
団
体
が
第
五
十
八
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を

２

河
川
管
理
者
は
、
河
川
協
力
団
体
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確

適
正
か
つ
確
実
に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
河
川
協
力
団
体
に
対
し

実
に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
河
川
協
力
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務

、
そ
の
業
務
の
運
営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

の
運
営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

と
が
で
き
る
。

。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
五
十
八
条
の
十
二
・
第
五
十
八
条
の
十
三

（
略
）

第
五
十
八
条
の
十
一
・
第
五
十
八
条
の
十
二

（
略
）

（
一
級
河
川
の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
都
道
府
県
の
負
担
）

（
一
級
河
川
の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
都
道
府
県
の
負
担
）

第
六
十
条

都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
一
級
河
川
の
管
理
に
要
す
る
費

第
六
十
条

都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
一
級
河
川
の
管
理
に
要
す
る
費

用
（
指
定
区
間
内
に
お
け
る
管
理
で
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知

用
（
指
定
区
間
内
に
お
け
る
管
理
で
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知

事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で

事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
も
の
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
良
工
事
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
大
規
模
な
工
事
（
次

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
良
工
事
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
大
規
模
な
工
事
（
次

項
に
お
い
て
「
大
規
模
改
良
工
事
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は
そ

項
に
お
い
て
「
大
規
模
改
良
工
事
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は
そ

の
十
分
の
三
を
、
そ
の
他
の
改
良
工
事
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は
そ
の
三
分
の

の
十
分
の
三
を
、
そ
の
他
の
改
良
工
事
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は
そ
の
三
分
の

一
を
、
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は
そ
の
十
分
の
四
・
五
を
、
改

一
を
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

良
工
事
及
び
修
繕
以
外
の
河
川
工
事
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て
は
そ
の
二
分
の
一

九
十
七
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
に
あ
つ
て

を
負
担
す
る
。

は
そ
の
十
分
の
四
・
五
を
、
改
良
工
事
及
び
修
繕
以
外
の
河
川
工
事
に
要
す
る
費

用
に
あ
つ
て
は
そ
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
国
土
交
通
大
臣
の
施
行
す
る
特
定
河
川
工
事
に
要
す
る
費
用
）

（
新
規
）

第
六
十
五
条
の
三

第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う

特
定
河
川
工
事
（
二
級
河
川
の
修
繕
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
要
す
る
費
用
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
が
負
担
金
等
相
当
額
（
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都
道
府
県
知
事
等
が
自
ら
当
該
特
定
河
川
工
事
を
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
国
が

当
該
都
道
府
県
知
事
等
が
統
括
す
る
都
道
府
県
等
に
交
付
す
べ
き
負
担
金
又
は
補

助
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該

都
道
府
県
等
が
当
該
特
定
河
川
工
事
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
負
担
金
等
相
当
額

を
控
除
し
た
額
を
負
担
す
る
。

２

第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
二
級
河
川
の
修

繕
に
要
す
る
費
用
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
等
の
負

担
と
す
る
。

３

第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
特
定
河
川
工
事

に
よ
り
、
前
二
項
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
都
府
県
以
外
の
都
府
県

が
著
し
く
利
益
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
負

担
す
る
都
府
県
は
、
そ
の
受
益
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
都
府
県
が
負
担
す
べ
き

費
用
の
一
部
を
当
該
利
益
を
受
け
る
都
府
県
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
特
定
河
川
工
事

に
よ
り
、
都
道
府
県
（
そ
の
区
域
内
に
第
一
項
又
は
第
二
項
の
費
用
の
全
部
又
は

一
部
を
負
担
す
る
指
定
都
市
が
存
す
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
都
市

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
が
著
し
く
利
益
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指

定
都
市
は
、
そ
の
受
益
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
指
定
都
市
が
負
担
す
べ
き
費
用

の
一
部
を
当
該
利
益
を
受
け
る
都
道
府
県
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

国
土
交
通
大
臣
が
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
河
川
工
事
を
行

う
場
合
に
お
い
て
は
、
ま
ず
全
額
国
費
を
も
つ
て
こ
れ
を
行
つ
た
後
、
都
道
府
県

等
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
等
が
負
担
す
べ
き
費
用
に
つ
い
て
、
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
都

道
府
県
が
負
担
す
べ
き
費
用
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
益
を
受
け
る
都
道
府
県
は

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
等
に
対
し
て
そ
の
費
用
を
支

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
附
帯
工
事
に
要
す
る
費
用
）

（
附
帯
工
事
に
要
す
る
費
用
）
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第
六
十
八
条

河
川
工
事
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
又
は
河
川
工
事
を
施
行

第
六
十
八
条

河
川
工
事
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
又
は
河
川
工
事
を
施
行

す
る
た
め
に
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項

す
る
た
め
に
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項

の
許
可
に
付
し
た
条
件
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
並
び
に
第
三
十
七
条
の
二
、

の
許
可
に
付
し
た
条
件
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
並
び
に
第
三
十
七
条
の
二
、

第
五
十
八
条
の
十
三
、
第
九
十
五
条
及
び
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協

第
五
十
八
条
の
十
二
、
第
九
十
五
条
及
び
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協

議
に
お
い
て
特
別
の
定
め
を
し
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
必
要
を
生
じ
た
限
度
に
お

議
に
お
い
て
特
別
の
定
め
を
し
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
必
要
を
生
じ
た
限
度
に
お

い
て
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
第
二
項
前
段
及
び
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
前

い
て
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
第
二
項
前
段
及
び
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
前

段
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
河
川
工
事
に
つ
い
て
費
用
を
負
担
す
べ
き
者
が
そ
の

段
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
河
川
工
事
に
つ
い
て
費
用
を
負
担
す
べ
き
者
が
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
部
又
は
一
部
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
百
条
の
三

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

第
百
条
の
三

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号

て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
一
号
法
定
受
託

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
一
号
法
定
受
託

事
務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

事
務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一

第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
、
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及

一

第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
、
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及

び
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
三
項
に

び
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
九
条
第
三
項
（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
九
条
第
三
項
（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第

十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
同
条
第

十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
同
条
第

四
項
及
び
第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

四
項
及
び
第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
同

を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
同

条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六

条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六

条
の
三
第
一
項
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、

条
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三

三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
、
同

項
ま
で
及
び
第
六
項
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項

条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
、
第
五
十
七
条
第
三
項
、

、
第
五
十
七
条
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
六
第
三
項
、
第
七
十
六
条
第
二
項
及

第
五
十
八
条
の
六
第
三
項
、
第
七
十
六
条
第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
九
項
に

び
第
八
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
の
二
、

）
、
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
二
十
三
条
か
ら

五
項
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五

第
二
十
三
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
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条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び

、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
八
条
か

第
五
項
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十

ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
四
項
、
第
三
十
四

二
条
第
四
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第

条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
八

三
十
七
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

条
ま
で
、
第
四
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第

第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項

四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
二

及
び
第
四
項
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一

条
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十

項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、

四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五

第
三
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
二
、
第
五
十
八

十
八
条
の
二
、
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
八
条
の
四
第

条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十
八
条
の
五

一
項
、
第
五
十
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
六
第
一
項
及

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
八
条

び
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
八
条

の
八
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
八
条
の
十
か
ら
第
五
十
八
条
の

の
十
一
か
ら
第
五
十
八
条
の
十
三
ま
で
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六

十
二
ま
で
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
第
二
項
、
第
七
十
条

十
八
条
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
一
項
、
第
七
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
四
条
第
一
項
か
ら
第

第
七
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
か

三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
七
十
六

ら
第
七
項
ま
で
、
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
（

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
（
河
川
監
理
員
を
命
ず
る
事
務

河
川
監
理
員
を
命
ず
る
事
務
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
八
条
第
一
項

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
か
ら

、
第
八
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
九
十
一

第
三
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
、

条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
五
条
並
び
に
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定

第
九
十
五
条
並
び
に
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級
河
川
に
関
し

に
よ
り
、
二
級
河
川
に
関
し
て
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
処
理
す
る
こ
と
と

て
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

さ
れ
て
い
る
事
務

二

第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
関
し

て
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

三

第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
四
項
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
の

二

第
三
十
二
条
第
四
項
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
区
間

規
定
に
よ
り
、
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
関
し
て
指
定
都
市
が
処
理
す
る
こ

内
の
一
級
河
川
に
関
し
て
指
定
都
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

四

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

土
砂
災
害
防
止
対
策
基
本
指
針
等
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
二
章

土
砂
災
害
防
止
対
策
基
本
指
針
等
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
三
章

土
砂
災
害
警
戒
区
域
（
第
七
条
―
第
八
条
の
二
）

第
三
章

土
砂
災
害
警
戒
区
域
（
第
七
条
・
第
八
条
）

第
四
章

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
第
九
条
―
第
二
十
六
条
）

第
四
章

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
第
九
条
―
第
二
十
六
条
）

第
五
章

避
難
に
資
す
る
情
報
の
提
供
等
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
二
条
）

第
五
章

避
難
に
資
す
る
情
報
の
提
供
等
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
二
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
二
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
二
条
）

附
則

附
則

（
警
戒
避
難
体
制
の
整
備
等
）

（
警
戒
避
難
体
制
の
整
備
等
）

第
八
条

市
町
村
防
災
会
議
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二

第
八
条

市
町
村
防
災
会
議
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二

十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
市
町
村
防
災
会
議
を
い
い
、
こ
れ
を
設
置
し
な
い

十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
市
町
村
防
災
会
議
を
い
い
、
こ
れ
を
設
置
し
な
い

市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒
区
域
の
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
市
町
村
地

、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒
区
域
の
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
市
町
村
地

域
防
災
計
画
（
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
市
町
村
地
域
防
災
計
画
を
い
う
。
以

域
防
災
計
画
（
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
市
町
村
地
域
防
災
計
画
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
警
戒
区
域
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
警
戒
区
域
ご
と
に
、
次
に
掲
げ

定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

警
戒
区
域
内
に
、
要
配
慮
者
利
用
施
設
（
社
会
福
祉
施
設
、
学
校
、
医
療
施

四

警
戒
区
域
内
に
、
社
会
福
祉
施
設
、
学
校
、
医
療
施
設
そ
の
他
の
主
と
し
て

設
そ
の
他
の
主
と
し
て
防
災
上
の
配
慮
を
要
す
る
者
が
利
用
す
る
施
設
を
い
う

防
災
上
の
配
慮
を
要
す
る
者
が
利
用
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊

。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
施
設
を
利
用
し
て
い
る
者

る
場
合
に
お
け
る
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
を
利
用
し
て
い
る
者
の
円
滑
か
つ

の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ

迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

っ
て
は
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
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五
・
六

（
略
）

２

市
町
村
防
災
会
議
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て

五
・
六

（
略
）

同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に

２

市
町
村
防
災
会
議
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て

お
い
て
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
要
配

同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に

慮
者
利
用
施
設
を
利
用
し
て
い
る
者
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め

お
い
て
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号

、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
土
砂
災
害
に
関
す
る
情
報
、
予
報
及
び
警

に
規
定
す
る
施
設
を
利
用
し
て
い
る
者
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
た

報
の
伝
達
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

め
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
土
砂
災
害
に
関
す
る
情
報
、
予
報
及
び

３

（
略
）

警
報
の
伝
達
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

（
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
避
難
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画

（
新
規
）

の
作
成
等
）

第
八
条
の
二

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
そ
の
名
称
及

び
所
在
地
を
定
め
ら
れ
た
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
を
利
用
し
て
い
る
者
の
円
滑
か

つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
計

画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
が
同
項

に
規
定
す
る
計
画
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
が

発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
を
利
用
し
て

い
る
者
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
必
要
な
指
示

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用

施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か

っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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５

第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る

計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
を
利
用
し
て
い
る
者
の
円
滑
か
つ

迅
速
な
避
難
の
確
保
の
た
め
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
七
条
―
第
十
一
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
七
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

第
一
節

業
務
の
範
囲
（
第
十
二
条
）

第
一
節

業
務
の
範
囲
（
第
十
二
条
）

第
二
節

業
務
の
実
施
方
法
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
）

第
二
節

業
務
の
実
施
方
法
（
第
十
三
条
―
第
二
十
条
）

第
三
節

業
務
の
実
施
に
要
す
る
費
用
（
第
二
十
一
条
―
第
三
十
条
の
三
）

第
三
節

業
務
の
実
施
に
要
す
る
費
用
（
第
二
十
一
条
―
第
三
十
条
）

第
四
節

財
務
及
び
会
計
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
五
条
）

第
四
節

財
務
及
び
会
計
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
五
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
五
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
四
十
六
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
四
十
六
条
）

附
則

附
則

第
十
二
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

第
十
二
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
施
設
の
操
作
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
ハ
に
掲
げ
る
施

二

次
に
掲
げ
る
施
設
の
操
作
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
（
ハ
に
掲
げ
る
施

設
の
管
理
に
あ
っ
て
は
、
委
託
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。

設
の
管
理
に
あ
っ
て
は
、
委
託
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

水
資
源
開
発
促
進
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
資
源
開
発
水
系
（
以

ハ

水
資
源
開
発
促
進
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
資
源
開
発
水
系
に
お

下
こ
の
号
及
び
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
水
資
源
開
発
水
系
」
と

け
る
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
て
、
イ
又
は
ロ
に
掲

い
う
。
）
に
お
け
る
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
て
、

げ
る
施
設
と
一
体
的
な
管
理
を
行
う
こ
と
が
当
該
水
資
源
開
発
水
系
に
お
け

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
施
設
と
一
体
的
な
管
理
を
行
う
こ
と
が
当
該
水
資
源
開

る
水
資
源
の
利
用
の
合
理
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

発
水
系
に
お
け
る
水
資
源
の
利
用
の
合
理
化
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

四

第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
河
川
工
事
を
行
う
こ
と
。

五

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。



- 21 -

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
河
川
工
事
の
代
行
）

（
新
規
）

第
十
九
条
の
二

機
構
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
要

請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
都
道
府
県
知
事
等
が
統
括
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
都

市
に
お
け
る
河
川
管
理
施
設
の
改
築
若
し
く
は
修
繕
に
関
す
る
工
事
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
特
定
改
築
等
工
事
」
と
い
う
。
）
又
は
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧

事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
工
事
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
災
害
復
旧
工

事
」
と
い
う
。
）
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道

府
県
知
事
等
が
管
理
す
る
河
川
管
理
施
設
に
係
る
政
令
で
定
め
る
特
定
改
築
等
工

事
又
は
当
該
河
川
管
理
施
設
に
係
る
特
定
災
害
復
旧
工
事
（
い
ず
れ
も
水
資
源
開

発
水
系
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
施
が
当
該
水
資
源
開
発
水
系
に
お
け
る

水
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
高
度
の
技
術
を
要

す
る
も
の
又
は
高
度
の
機
械
力
を
使
用
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
河
川
工
事
」
と
い
う
。
）
を
当
該
都
道
府

県
知
事
等
に
代
わ
っ
て
自
ら
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
河
川
法
第
九
条
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
河
川
工
事
を
行
う
場
合
に
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
等
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
の
一
部
を
行
う

も
の
と
す
る
。

３

機
構
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
河
川
工
事
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

機
構
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
河
川
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
完
了
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
機
構
の
意
見
の
聴
取
）

（
新
規
）

第
十
九
条
の
三

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
特
定
河
川
工

事
を
行
う
河
川
に
つ
い
て
河
川
法
第
五
条
第
六
項
の
指
定
の
変
更
又
は
廃
止
を
行

お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
機
構
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
定
河
川
工
事
の
廃
止
等
）

（
新
規
）

第
十
九
条
の
四

機
構
は
、
都
道
府
県
知
事
等
の
同
意
を
得
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、

特
定
河
川
工
事
を
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
機
構
が
特
定
河
川
工
事
を
廃
止
し
た
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
河
川
管
理
施
設
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
権
利
の
帰
属
）

（
新
規
）

第
十
九
条
の
五

第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
完
了
の
公
示
の
あ
っ
た
特

定
河
川
工
事
に
係
る
河
川
管
理
施
設
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
つ
い
て
機
構

が
取
得
し
た
権
利
は
、
そ
の
公
示
の
日
の
翌
日
に
お
い
て
国
に
帰
属
す
る
も
の
と

す
る
。

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
適
用
に
関
し
て
は
、
同
法
第

５

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十

四
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
二
の
災
害
復
旧
事
業
費
の
総
額
に
は
、
同
法
第
四
条

七
号
）
の
適
用
に
関
し
て
は
、
同
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
二
の
災
害
復

第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
復
旧
工
事
に
要

旧
事
業
費
の
総
額
に
は
、
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一

す
る
費
用
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
機
構
に
交
付
さ
れ
る
金
額

項
の
規
定
に
よ
り
災
害
復
旧
工
事
に
要
す
る
費
用
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

を
含
む
も
の
と
す
る
。

。
）
と
し
て
機
構
に
交
付
さ
れ
る
金
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
費
用
の
負
担
又
は
補
助
）

（
新
規
）

第
三
十
条
の
二

機
構
が
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
河
川
工
事
を

行
う
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
負
担
及
び
そ
の
費
用
に
関
す
る
国
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の
補
助
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
自
ら
当
該
特
定
河
川
工
事
を
行
う
も

の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
当
該
都
道
府
県
知
事
等
の
統
括
す
る
都
道
府
県
又
は

指
定
都
市
に
対
し
交
付
す
べ
き
負
担
金
又
は
補
助
金
は
、
機
構
に
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
は
、
補
助
金
等
に

係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号

）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
補
助
事
業
者
等

と
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

地
方
公
共
団
体
と
み
な
す
。

４

第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
等
の
統
括
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
は
、
同
項

の
費
用
の
額
か
ら
第
二
項
の
負
担
金
又
は
補
助
金
の
額
を
控
除
し
た
額
を
機
構
に

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
費
用
の
範
囲
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
の
方
法
そ
の
他
同
項
の
費

用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
十
条
の
三

機
構
が
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
河
川
工
事
を

（
新
規
）

廃
止
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
河
川
工
事
に
要
し
た
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、

機
構
が
都
道
府
県
知
事
等
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
の
う
ち
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
の
う
ち
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

及
び
第
五
号
並
び
に
第
二
項
の
業
務
に
係
る
利
益
に
よ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通

及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
の
業
務
に
係
る
利
益
に
よ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金

省
令
で
定
め
る
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金

額
の
う
ち
当
該
業
務
の
財
源
に
充
て
る
べ
き
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る

額
の
う
ち
当
該
業
務
の
財
源
に
充
て
る
べ
き
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）
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第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

機
構
に
係
る
こ
の
法
律
並
び
に
通
則
法
第
十
九
条
第
九
項
、
第
三
章
及
び
第
六

２

機
構
に
係
る
こ
の
法
律
並
び
に
通
則
法
第
十
九
条
第
九
項
、
第
三
章
及
び
第
六

十
四
条
第
一
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

十
四
条
第
一
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
二
号
に
掲
げ
る
施
設
以
外
の
ダ
ム
、
堰
、
水
路
そ
の
他
の
水
資
源
の
開
発

四

前
二
号
に
掲
げ
る
施
設
以
外
の
ダ
ム
、
堰
、
水
路
そ
の
他
の
水
資
源
の
開
発

せ
き

せ
き

又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
（
多
目
的
の
も
の
を
含
む
。
）
の
新
築
、
改
築
、
管

又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
（
多
目
的
の
も
の
を
含
む
。
）
の
新
築
、
改
築
、
管

理
そ
の
他
の
業
務
に
関
す
る
事
項
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

理
そ
の
他
の
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、

り
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣

経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣

五

特
定
河
川
工
事
に
係
る
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

３

（
略
）

３

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
四
十
五
条

第
二
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

第
四
十
五
条

第
二
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は

及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は

、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す

、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に

る
。

規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
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○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法
律

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法
律

に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

法

律

事

務

法

律

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

河
川
法
（
昭

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ

河
川
法
（
昭

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ

和
三
十
九
年

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

和
三
十
九
年

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

法
律
第
百
六

イ

第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
、
第
六

法
律
第
百
六

イ

第
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
、
第
六

十
七
号
）

条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十

十
七
号
）

条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
第
九
条
第
三
項
（
都
道
府
県
知
事
が
行
う

え
て
準
用
す
る
第
九
条
第
三
項
（
都
道
府
県
知
事
が
行
う

事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条

事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条

、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
五

、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
五

条
の
二
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
同
条
第
四
項
及
び

条
の
二
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
同
条
第
四
項
及
び

第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用

第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
同
条

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
同
条

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ

ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の

ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の

三
第
一
項
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
か
ら
第

三
第
一
項
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
一

二
十
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項

項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項

か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五

、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項

項
（
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
、
第
五
十
七
条
第
三
項
、

、
第
五
十
七
条
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
六
第
三
項
、
第

第
五
十
八
条
の
六
第
三
項
、
第
七
十
六
条
第
二
項
及
び
第

七
十
六
条
第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
こ

八
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る

れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
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条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及

三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
二
十
三
条

び
第
五
項
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
ま
で
、

か
ら
第
二
十
三
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五

第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第

条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二

四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、

十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
二
項

条
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
四
項
、

、
第
三
十
二
条
第
四
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十

第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項

六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
八

、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
四
十
二
条
第

条
ま
で
、
第
四
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十

十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第

四
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四

一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三

項
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
三
条

条
第
三
項
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第

五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、

四
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項

第
三
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
八

及
び
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
二
、
第
五
十
八
条
の
三
第

条
の
二
、
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五

一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十

十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第

八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
六
第
一

三
項
、
第
五
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十

項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
、
第
二
項
及

八
条
の
八
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
八
条

び
第
四
項
、
第
五
十
八
条
の
十
一
か
ら
第
五
十
八
条
の
十

の
十
か
ら
第
五
十
八
条
の
十
二
ま
で
、
第
六
十
六
条
、
第

三
ま
で
、
第
六
十
六
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
第

六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
第
二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、

二
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
条
の
二
第
一
項
及
び

第
七
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
四
条
第
一

第
二
項
、
第
七
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第

項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項

五
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
七
十

か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
（
河
川

第
七
十
七
条
第
一
項
（
河
川
監
理
員
を
命
ず
る
事
務
に
係

監
理
員
を
命
ず
る
事
務
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
八
十
九

十
八
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第

、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十

九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
五
条
並
び
に

二
条
、
第
九
十
五
条
並
び
に
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定

第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級
河
川
に
関
し

に
よ
り
、
二
級
河
川
に
関
し
て
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市

て
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

い
る
事
務

ロ

第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
区
間
内
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の
一
級
河
川
に
関
し
て
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
務

ハ

第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
四
項
及
び
第

ロ

第
三
十
二
条
第
四
項
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
区
間
内
の
一
級

に
よ
り
、
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
関
し
て
指
定
都
市

河
川
に
関
し
て
指
定
都
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

る
事
務

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



参照条文 

 

○水防法（昭和二十四年六月四日法律第百九十三号） 

 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置）  

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議をいい、こ

れを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十四条第

一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定

区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防

災計画（同法第四十二条第一項 に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少

なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる

事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定め

るのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。  

一～三 （略） 

四   浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第

三項において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在

地 

イ （略） 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する

者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ

迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ （略） 

五  （略） 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を

定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号

に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

一 （略） 

二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第六項の規定によ

り自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成

員） 

三 （略） 

３ （略） 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利

用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に

関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞

なく、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 



３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成して

いない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指

示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、

正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、

同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行わな

ければならない。 

６ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の

要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよ

う努めなければならない。 

７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたと

きは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告

しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 



参照条文 

 

○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年五月八日法律第

五十七号） 

 

（警戒避難体制の整備等） 

第八条 市町村防災会議（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十六条第一項の市

町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において

同じ。）は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画（同法

第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、当該警戒区域ごとに、次

に掲げる事項について定めるものとする。  

一～三 （略） 

四 警戒区域内に、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設をいう。以下同じ。）であって、急傾斜地の崩壊等が発生するお

それがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保

する必要があると認められるものがある場合にあっては、当該要配慮者利用施設の名称及び所

在地 

五・六 （略） 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を

定めるときは、当該市町村地域防災計画において、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合

における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、同項第一号

に掲げる事項として土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めるものとす

る。 

３ （略） 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第八条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配

慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、急傾斜地の崩壊等が発

生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難

の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞

なく、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成して

いない場合において、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用

施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該

要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、

正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、

急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における同項の要配慮者利用施設を利用している



者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行わなければならない。 



急傾斜地

要配慮者利用施設

～要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために～

※ 土砂災害防止法の正式名称：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年５月19日に公布されま
した。これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水
防法」「土砂災害防止法」が改正されます。

都道府県・市町村の担当者の皆さまへ

要配慮者利用施設 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主と
して防災上の配慮を要する者が利用する施設

≫ 施設管理者等に避難確保計画の重要性を認識してもらうため、市町村は、要
配慮者利用施設を新たに市町村地域防災計画に位置付ける際等には、施設管理
者等に対して、水害や土砂災害の危険性を説明するなど、防災意識の向上を図
ることが望まれます。

【市町村】市町村地域防災計画の作成

≫ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について、都道府県及び市町
村の関係部局は連携して積極的に支援を行うことが重要です。

例
え
ば

これら施設の名称及び所在地
➢ 地域全体の警戒避難体制の充実を図るためにも、都道府
県はこれら区域の指定、市町村は地域防災計画への位置付け
について、確実に進めていくことが重要です。

● 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における
施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練など
に関する事項を定めた計画です。

● 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等が主体的に作成
することが重要です。

1 避難確保計画作成の支援
※「避難確保計画の作成の手引き」については、国土

交通省水管理・国土保全局のホームページへの掲載
を行います。

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の

管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務と
なります。 ※ 市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

〔医療施設〕
・病院
・診療所
・助産所 等

〔社会福祉施設〕
・老人福祉施設
・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に
供する施設

・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設
・保護施設
・児童福祉施設
・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所
・母子健康包括支援センター 等

〔学校〕
・幼稚園
・小学校
・中学校
・義務教育学校
・高等学校
・中等教育学校
・特別支援学校
・高等専門学校
・専修学校（高等課程
を置くもの） 等

浸水想定区域

氾濫

【浸水想定区域】

【土砂災害警戒区域】



2 避難確保計画の確認

● 施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画
を市町村長へ報告する必要があります。

≫ 避難確保計画の報告があったときは、市町村等は、国土交通省作成の点検用
マニュアル※等を参考にその内容を確認し、必要に応じて助言等を行います。

※「点検用マニュアル」については、「避難確保計画の
作成の手引き」とあわせて、今後、国土交通省水管理
・国土保全局のホームページへの掲載を行います。

3 避難確保計画を作成していない場合の指示・公表

≫ 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等が主体的に作
成することが重要であることから、市町村長が指示・公表を行う際には、施設
管理者等に対して避難確保計画の必要性について丁寧な説明を行うことが望ま
れます。

● 市町村長は、避難確保計画の作成を促進するため、避難確保計画を作成してい
ない施設管理者等に対して、期限を定めて作成することを求めるなどの指示を行
い、指示に従わなかった場合は、その旨を公表することができることとなってい
ます。

４ 避難訓練実施の支援

● 施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施する必要が
あります。

≫ 要配慮者利用施設における避難訓練の実施について、都道府県及び市町村の
関係部局が連携して積極的に支援を行うことが重要です。

≫ ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ
速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の実情に応じた避難
訓練が実施されることが重要であり、市町村は、このような避難訓練が実施さ
れるよう促進することが望まれます。

法改正に関する
問い合わせ

TEL：03-5253-8111（代表）

（ H29.5.26）

避難体制の確認

避難訓練の実施

職員や利用者への学習会

避難体制のより一層の強化のために、関係部局が連携して支援することが重要です！

避難確保計画の作成

！

水防法関係 河川環境課水防企画室 土砂災害防止法関係 砂防部砂防計画課

国土交通省水管理・国土保全局



～要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために～

※ 土砂災害防止法の正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。

「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年５月19日に公布されま
した。これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水
防法」「土砂災害防止法」が改正されます。

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ

急傾斜地

※「土砂災害警戒区域」とは、土砂災
害が発生した場合に、住民等の生命
又は身体に危害が生じるおそれがあ
ると認められる区域であり、都道府
県知事が指定します。

とは･･･

社会福祉施設、学校、医療施設
その他の主として防災上の配慮
を要する方々が利用する施設で
す。

1 避難確保計画の作成

● 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがあ
る場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた
めに必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

● 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等
の皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。

● 作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々
も日頃より確認することができるよう、その概要などを共用スペ
ースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。

※「避難確保計画の作成の手引き」を国土交通省水管理・国土保全局のホームページに掲載いたしますので、計画作成の参考として
ください。

※ 義務付けの対象となるのは、これら要配慮者利用施設のうち、市町村地域防災計画に
その名称及び所在地が定められた施設です。

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の

管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務と
なります。

【土砂災害警戒区域】

〔医療施設〕
・病院 ・診療所 ・助産所 等

※ 市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

要配慮者利用施設

要配慮者利用施設

〔社会福祉施設〕
・老人福祉施設
・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に
供する施設

・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設

・保護施設
・児童福祉施設
・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所
・母子健康包括支援センター 等

〔学校〕
・幼稚園 ・中学校 ・高等学校 ・特別支援学校
・小学校 ・義務教育学校 ・中等教育学校 ・高等専門学校

・専修学校（高等課程
を置くもの） 等

例
え
ば

浸水想定区域

氾濫

要配慮者利用施設

※「洪水浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水が
想定される区域であり、河川等管理者である国または都道府
県が指定します。

【浸水想定区域】



● 避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を
市町村長へ報告する必要があります。

2 市町村長への報告

3 避難訓練の実施

● 避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、
可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々
が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。

● ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して
安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警
戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施す
ることが重要です。

避難体制の確認

避難訓練の実施

職員や利用者への学習会

避難体制のより一層の強化のために、関係者が連携して取り組むことが重要です！

避難確保計画の作成

！

（ H29.5.26 ）

➢ 避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設の管理者等に対して、市町村長が必要な指示をす
る場合があります。
➢ 正当な理由がなく、指示に従わないときは、市町村長がその旨を公表する場合があります。

施設の所在する市町村へお問い合わせください。

市町村地域防災計画（避難場所・避難経路など）・ハザードマップに関すること

洪水浸水想定区域についてはその河川を管理する河川事務所へ、土砂災害警戒
区域等については都道府県へお問い合わせください。

浸水想定区域・土砂災害警戒区域等の指定に関すること

問い合わせ先

法改正に関すること

土砂災害防止法関係

水防法関係 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

TEL：03-5253-8111（代表） URL：http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/index.html


	【事務連絡】水防法等の一部改正に係る協力について.pdf
	【国土交通省より】水防法等の一部改正に係る協力について.pdf
	③新旧対照表.pdf


